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令 和 ２ 年 ２ 月 2 8 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 村 久 人

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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代表質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、太田清海議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○太田清海議員

ざいます。県民連合宮崎を代表して、質問をさ

せていただきます。太田清海でございます。

新型コロナウイルスの状況が極めて流動的

で、刻々状況が変わるため、質問の形も変わら

ざるを得ません。

まず最初に、このことでお亡くなりになられ

た方々に、心からお悔やみを申し上げたいと思

います。

さて、昨日の夕刻突然、安倍首相が全国小中

学校に３月２日から春休みまで休校を要請した

との報道がなされました。このことについてど

のように対応されるのか、教育長にお伺いをい

たします。

また、このコロナウイルスについての質問は

後ほどいたしますが、この感染症をめぐって、

人権の問題、人間の心の問題も問うておかなけ

ればなりません。そのこと等も踏まえ、まず、

人間の心の問題に触れる質問を、冒頭しておき

たいと思います。

私はことしの11月で70歳を迎えます。70歳と

もなると、自分の過去を振り返って、人生の中

で何が一番大事なことだったのか、また何が一

番つまらないことだったのか、そんなことを考

えることが多くなりました。他人を見てきょろ

きょろとし、どのように生きていったらいいの

かわからなかった高校時代、論語の「己の欲せ

ざる所、人に施すこと勿れ」という言葉に出

会ったときに、ああ、人間はこの言葉を基本に

生きていけばいいんだと、膝をたたかんばかり

に感動した思い出があります。「其れ恕か」と

いう言葉も同じであります。

さらに二十のころに、孟子の「惻隠の情」と

いう言葉に触れたときにも同じような感動を覚

えました。この世の中にはさまざまな人、さま

ざまな立場の人がいる。そのさまざまな人の心

を思いやることが、何だか一番大切なことなん

だと思えました。

そんなさまざまな立場の人を思いやることを

教訓とした、こんな話があります。キツネとタ

ヌキとムカデの話であります。

「キツネとタヌキとムカデが３匹で酒飲みを

しました。酒がなくなったので、ムカデが酒屋

に酒を買いに行くことになりました。

ところが、ムカデは出かけたきり、なかなか

酒屋から帰ってきません。

しびれを切らしてキツネとタヌキが玄関に出

てみると、ムカデがまだ玄関に座っていたそう

です。

むっときて、「おまえはまだ酒屋に行っちょ

らんかったとか」と聞くと、ムカデは、「そう

よ、今靴を履きよっとこじゃが」と言ったそう

です。

ムカデは腰を折り曲げ、一足一足丁寧に靴ひ

もを結んでいたそうです。そして言いました、

「残りあと半分じゃ」と」

この世の中にはさまざまな人がいます。さま

ざまな人の心に立って、さまざまな人の心を思

いやることが大切であると思います。

福祉施設での殺傷事件などを見るにつけ、人

間の心がこんなにもつながらないものだろうか

と、心痛むものがあります。

令和２年２月28日(金)
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令和２年２月28日(金)

最近、「非認知能力」という言葉を見聞きす

るようになりました。私がこの言葉に初めて触

れたのは、私が厚生常任委員長をしていた平

成30年８月のときです。県幼稚園教職員研修大

会で、当時の 原議長の祝辞を私が代読させて蓬

いただきました。その祝辞の中の言葉でした。

その文章を引用しますと、「近年では、忍耐

力や自己制御、自尊心といったいわゆる「非認

知的能力」を幼児期に身につけることが、成長

してからの生活に大きな影響を与えるといった

研究結果が示されるなど、子供たちへの心の教

育の重要性も再認識されているところです」と

ありました。私自身は、認知能力、非認知能力

を次のように解釈しました。

認知能力とは、例えば富士山の高さは3776.12

メートルというふうに、物差しで科学的に客観

的にはかり知ることはできるけれども、人間の

心の痛みは物差しでははかることができない。

自分が相手に吐いた言葉が、相手の心をどんな

に傷つけているのか、物差しではかることがで

きない。だから心の痛みを推しはかる、思いや

ることが非認知能力、心の教育のことかなと思

いました。

そこで、知事の政治姿勢の質問の前に、教育

長にお伺いいたします。

現在、非認知能力というような教育が、学校

教育の中でどのような位置づけで行われている

のか、教育長の人生観、人生経験も含めお答え

いただけたらと思います。以上。

以下の質問は質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（日隈俊郎君）

します。

昨日の安倍首相の休校に関する発言について

でございます。

安倍首相の発言については、私どもも昨夜初

めて確認したところであります。昨夜から、国

や他の都道府県の情報収集を行うとともに、首

相発言に沿った対応が可能かどうか、取り急ぎ

検討作業を進めているところであります。

この本会議の直前までも、知事と副知事、私

で協議を行っていたところでございます。

県の方針を決定し次第、本日できるだけ早

く、市町村及び市町村教育委員会に対し、情報

提供を行っていきたいと考えております。

次に、非認知能力についてでございます。

この非認知能力につきましては、学習指導要

領に明記はされておりませんが、思いやりや忍

耐力、創造性や協調性など、子供たちが将来を

生きる上で大切な力であると考えております。

私の体験も含めてということでございました

ので、少し申し上げますと、先日、私の出身中

学校の立志式に出席させていただきまして、

「未来」というテーマで話をさせていただきま

した。

在校生に対しましては、人と協力できる、自

分で考える、違う価値観を柔軟に受けとめるこ

とができる、新しい発想ができる、そういっ

た、いわゆる非認知能力を身につけることの重

要性、あるいは自分を大切にし、それぞれの個

性を伸ばしてほしいなどの話をさせていただい

たところでございます。

私自身の経験からも、この非認知能力は、幼

児期から身につけていくことが大切でありまし

て、大人になってからの暮らしや社会活動全般

に大きな影響を与えるものと考えております。

そのためには、子供たちにさまざまな体験を

積ませたり、大人が子供の心の成長につながる

ような声かけなどフォローを積極的に行ってい

くことが、重要ではないかと考えております。
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以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○太田清海議員

まず、安倍首相の要請でありますが、これも

判断がなかなか難しいこともあろうかと思いま

す。宮崎県でも、混乱のないように落ちついた

対応ということをお願いしておきたいと思いま

すが、宮崎県でも共働き夫婦とか、ひとり親世

帯、家庭の実情は御承知のとおりで、予定され

ていない休業にどう対応したらいいのかという

困惑もあろうかと思います。

これは、本当にセンシティブな問題ではあり

ますけれども、感染予防法等の趣旨からいく

と、いろんな判断は知事もしくは市町村長、そ

ういった権限というのもありまして、これは見

方によっては、地方自治の問題も問われている

のかなという気もするわけです。今後、適切な

判断をやっていただきたいと思います。この問

題については、また後で質問いたします。ま

た、一般質問もありますので、そこにもお任せ

したいと思いますが、次に進めさせていただき

たいと思います。

今、教育長にお伺いしましたが、同じような

質問でありますけれども、昨今の世相を見て、

知事の非認知能力に対する所感、できるならば

人生経験も含めてお答えいただければありがた

いと思います。

私は、10年前に本県で○知事（河野俊嗣君）

発生をした口蹄疫、さらには東日本大震災、そ

ういった自然災害等の経験を通して、人と人と

の結びつきの大切さ、とうとさというものを改

めて認識したところであります。そして、安心

して暮らせる社会を築くためには、他者や地域

社会とのかかわりの中で、他人を気遣う心、き

ずなを築いていくことが大変重要であると実感

したところであります。

しかしながら、経済的に豊かになる一方で、

人間関係が希薄になったり、他人への思いやり

の欠如、不寛容さが広がっている。我が国にお

いても、それから諸外国においても、そのよう

な大変懸念される動向が広がっているところで

あります。

非認知能力という言葉自体、私自身、十分把

握はしていなかったんですが、改めて大事なこ

とであろうかと。特に、幼児期における非認知

能力を高めていくことが、これからの人間関係

をより豊かにしていく上で大変重要ではないか

と考えております。

私は埼玉に住んでいたころ、自分の子供たち

を通わせた幼稚園、変わった幼稚園だなという

ふうに見ておったんですが、幼稚園に行くなり

はだしになって、泥まみれになりながら、とに

かく体を動かして、自然と触れ合ってという教

育をしておられました。後で調べてみると、さ

くらさくらんぼ保育という、斎藤公子さんとい

う保育者が提唱された取り組みらしくて、子供

たちの脳の発達を促していく、早期教育で文字

等を教えていくのではなしに、自然との触れ合

いの中で、他者との触れ合いの中で、しっかり

と子供の育ちをサポートしていく、そういう教

育にたまたまめぐり会うことができて、大変あ

りがたく思ったところであります。また、その

幼稚園でも取り組まれておりました絵本の読み

聞かせ、これは非認知能力を高める上で非常に

重要ではないかということを改めて感じるとこ

ろであります。

本県は、「よい子どもが育つ都道府県ランキ

ング」全国トップクラスという状況もありまし

たが、非認知能力を高めるいろんな恵まれた環

境があるのではないかと、これをこれからも大

切にしていき、より地域や人の豊かなきずなの
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中で生き生きと暮らしができる、そのような機

運づくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。

ありがとうございました。○太田清海議員

私たち、政治にもかかわっておるわけです

が、政治というものが役割として人間の心を育

てる、生きやすい健全な社会づくりに大きく貢

献するものでありたいと思っております。

では次に、地方自治の問題について知事に質

問をしたいと思います。

私はさきの11月県議会で、町村議会議長の全

国大会で日米地位協定の抜本的見直しという要

請を特別決議したということで、知事会でも

やったらどうですかというような言い方をした

ことがあります。これは私の不勉強で、実は全

国知事会でも、平成30年７月27日に米軍基地負

担に関する提言ということで、その中で日米地

位協定を抜本的に見直しをという提言をされて

います。

これについては、私もその自分の不明を恥じ

たいと思いますけれども、知事会でも頑張って

おられますよね。ということで、この全国知事

会で国に対して提言した、国の専管事項である

日米地位協定に関する提言を行ったことに対す

る知事の所感を、お伺いしたいと思います。

外交・防衛に関するこ○知事（河野俊嗣君）

とは、国の責任において適切に対応すべきもの

でありますが、米軍人等による事件・事故や飛

行訓練の騒音被害等が発生している状況を踏ま

え、全国知事会におきましては、日米地位協定

の抜本的な見直し等について、今御指摘にあり

ましたような提言を取りまとめ、国に対して要

請活動等を行ったところであります。

私としましても、日米地位協定につきまして

は、締結以来一度も改定されておらず、国内法

の適用や自治体の基地立入権がないなど、我が

国にとって、依然として課題が残されているも

のと認識しております。

本県を含め、それぞれの自治体は、地域住民

の安全で平穏な生活を確保する重要な役割を

担っております。このような住民の生活に直結

するような課題につきましては、国に対して地

方の声をしっかり伝えていく、これは大変重要

なことであろうと考えております。

わかりました。○太田清海議員

それで、私は考えるんです。こういった、国

の専管事項であっても国に提言を行っていると

いうことは、私たち自治体にとって、国の政策

がこう変わったらいいのになというのがいっぱ

いあるわけです。知事としても、いろいろ思わ

れるところはあると思いますが、国の専管事項

であっても、しっかりと地方から国に対して訴

えるべきではないか、意見を述べるべきではな

いかと考えていますが、知事の見解を伺いたい

と思います。

特に私は、税制の形とか、よく言ってきまし

たが、派遣労働制の問題とか、ああいったのは

いかんよなという思いがあって言わせてもらっ

ていたわけですが、知事の見解を伺いたいと思

います。

人口減少が加速しまし○知事（河野俊嗣君）

て、地方がさまざまな現場の課題に直面をして

いる。そういう中で、中央にいてはわかりにく

い、そういった地方の現場の実情につきまし

て、地方みずからが声を届けていく必要がある

と考えております。

このようなことから、「みやざきの提案・要

望」では、私が直接国に出向きまして、予算確

保の要望にとどまらず、例えば、社会減対策や

人材の育成・確保に向けて、地方創生推進交付
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金の対象地域の拡充や要件の緩和など、制度そ

のものの改善を含めた提案・要望を行っている

ところであります。

また、新たな過疎対策法の制定や、ゴルフ場

利用税の現行制度の堅持につきまして、地方創

生を持続的に推進する観点から、全国知事会を

通じて、国に提案・要望も行っているところで

あります。

今後とも、本県を初めとする地方が抱える課

題の解決に向けて、国に対しても、しっかりと

地方の意見を述べてまいりたいと考えておりま

す。

知事という立場は、県民の父○太田清海議員

でもありますし、県民いろんな考えの方がいま

すから、それをどう代表していくかというのは

本当に悩ましいことだろうと思います。

そういうことも考えながらも、次の質問に移

りますけど、経済政策についてであります。

よくこの議会でも議論になったことがありま

すが、どう人口増加を図っていくかというとこ

ろで、都市間でお互いの人口を奪い合っても意

味がないんじゃないか、東京から、いわゆる一

極集中したところからいただくことはいいけれ

ども、隣同士で取り合ってもいかんじゃない

か、やっぱり一番いいのは出生率を上げるとい

うことじゃないかという議論もありました。

その辺を根底において質問してみたいと思う

んですが、国内総生産（ＧＤＰ）の公式とし

て、Ｃ＋Ｉ＋Ｇ＋（ＥＸ－ＩＭ）という公式が

あります。恥ずかしい思いで説明しますが、Ｃ

はコンサンプションとか言っているんですが、

民間消費というＣ、それから民間投資のインベ

ストメントというところからくるＩ、ガバメン

ト何とかというのが政府支出のＧですよね。あ

とＥＸ引くＩＭというのは輸出引く輸入という

ことですよね。これをずっと眺めていますと、

輸出が多ければ、確かに国内のＧＤＰは上がる

んですよね。でも、これを冷静に見てみると、

相手国についてはマイナスなんですよね。輸出

が多ければ相手は輸入が多くなるわけで。この

辺は、考えてみれば、先ほど言ったように人口

を奪い合うというような感じのところがあるよ

うな気がして、ゼロサムだなという感じがする

わけですね。もちろん宮崎県も一生懸命、輸出

に農業とかいろんな問題を活性化させようと頑

張っておりますから、それは私も評価をしてお

ります。ただ、Ｃ＋Ｉ、このところでＧＤＰの

７割を占めると言われています。Ｃは６割と言

われています、民間消費は。そう考えてくる

と、ＧＤＰを上げるためには、やっぱり７割近

くあるこのあたり、もしくは、Ｇも含めて県内

が活性化すれば、その分税金も上がるわけです

から、その税金でＧがふえるという意味では、

力を入れていくのはＣ＋Ｉというところあたり

も見ておかないかんのじゃないかなということ

をつくづく感じるわけです。

輸出輸入の問題は、どうしても南北問題とか

そういった問題が出てきますので、政府開発援

助とかそういうとこで調整するところが出てく

るのかなと思いますが、このＧＤＰの公式を見

ると、ＣとＩを高めることが重要だというふう

に感じられるんですが、知事はどのように考え

るのかお伺いしたいと思います。

議員御指摘のとおり、○知事（河野俊嗣君）

ＧＤＰ（国内総生産）のうち、民間における消

費と投資、いわゆる民間需要でありますが、こ

れは全体の約７割を占めておりまして、この部

分を高めることが、国内の経済成長を図る上で

大変重要であります。

一方で、国際的な役割分担のもとに行われる
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生産活動や、海外生産を行う企業の増加など、

国境を越えた経済活動も活発化する中で、農産

物や工業製品等につきまして、海外へ販路拡大

などを行う企業等もふえておりまして、そのよ

うな取り組みもまた重要であると考えておりま

す。

このような中で、本県におきましては、国の

貿易収支に当たる県際収支が赤字でありますこ

とから、県外から外貨を稼ぐ産業の育成ととも

に、地域内でしっかり経済を循環させる仕組み

づくりに注力することで、県内総生産を高めて

まいりたいと考えております。

経済循環システムというのを○太田清海議員

宮崎県も取り入れてされているということは、

十分承知しております。ぜひ、この公式を見な

がら、対応すべきところは対応していただきた

いなと思っております。

それから次に、企業の内部留保の問題であり

ますが、これは、先ほどの公式のＩの民間投資

にできるだけ使ったほうがいいんじゃないかと

か、もしくは内部留保がいっぱいたまっておる

ならば税金でいただいて、それをもっと消費活

動に使ったほうがいいんじゃないかとか、そう

いった意見があろうかと思うんですよね。

課税で内部留保、今は500兆円近くになってい

ますよね。正式に言うと463兆円というのが最近

の内部留保の額だそうですけれども、国家予算

が大体100兆円ですから、５倍の内部留保を企業

が持っておる。これをもう少し活用すべきじゃ

ないか。2000年、20年ぐらい前は大体200兆円足

らずですね。だから、かなりたまっておるわけ

です。

安倍総理もこの辺の内部留保を、もう少し賃

金を上げるように働きかけたらいいんじゃない

かとか、そういう動きもあったようですけれど

も、この企業の内部留保に課税すれば経済の活

性化が図られると考えますが、知事の所感を伺

いたいと思います。

企業の内部留保は年々○知事（河野俊嗣君）

増加しているところでありまして、企業の収益

がもっと給与等の引き上げや設備投資等に活用

されれば、経済の活性化につながるものと考え

ております。

こうした観点から、今般の税制改正において

も、企業に対し、積極的な賃上げや投資を促す

ための措置が講じられることになったところで

あります。

企業の内部留保に対する課税という考え方も

ありますが、二重課税になるのではないかとい

う意見もありますことから、今後とも、国にお

いて経済成長に資する税制につきまして、公平

性など税の原則を踏まえた検討がなされるもの

と考えております。

二重課税という問題もあるか○太田清海議員

もしれませんが、このようにたまることについ

ての問題もあるんじゃないかなと思います。

次に、教育長にお伺いしたいと思います。

私はこれまで、超過累進課税とかビルトイン

スタビライザー機能、もう少し資本主義が健全

に発展するためには、こういったのをきちんと

働かせないかんのじゃないかということを常々

言ってきて、いろんな人と話すと、意外とこの

辺が議論が進まないというか、そんな気がして

あれと思って、高校の授業でどのように教えら

れているのかなと感じたところであります。

これについて、高校の授業でどのようにこう

いった制度等が教えられているのかをお伺いし

たいと思います。

お話にありました、○教育長（日隈俊郎君）

累進課税制度やビルトインスタビライザーにつ
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いては、政府が公共目的のために財政活動を行

う機能でございまして、所得の再分配や経済の

安定化を図る働きがあるということで、このよ

うな内容については、高等学校においては、全

員が履修します公民科の「現代の経済社会と経

済活動の在り方」や「現代経済の仕組みと特

質」という単元において、学習しているところ

であります。

高校の公民の授業できちっと○太田清海議員

習うということでありますよね。だから、国民

全体も知っておいてもらわないかんという感じ

がするわけですが、私も高校の現代の教科書を

見せてもらいましたけど、本当に図解入りでき

ちっと書いてありますよね、自動安定化装置と

かですね。学習指導要領にもこういった再分配

の機能があるんだということ等をきちっと書い

てあります。理論的にはこれがあるんだけれど

も、現実の世界にどうもうまく適用されていな

い、何か逆の方向に動いているんじゃないかな

という思いが、どうも私はいたします。ぜひ、

こういった議論もしていきたいなと思っており

ます。

次に、知事にお伺いいたします。人口減少対

策についてであります。

マスコミを見ると、例えば、非正規増、結婚

に諦めとか、非正規がふえて若者がもう結婚で

きない、結婚しても、相手をもらっても、この

娘を幸せにできるだろうかとか、逆のパターン

もあるかもしれませんが、私が調べているマス

コミ論調を見ると、非正規とかいう言葉で少子

化が早まっているという論調をよく見ます。私

は、少子化の原因はこういった働くことの形に

あるんじゃないかと思うんです。私は、県の計

画の中にも、ある程度こういった分析を表現し

ないといけないんじゃないかなと思うわけです

けれども、知事の所感を伺いたいと思います。

非正規雇用や派遣労働○知事（河野俊嗣君）

につきましては、正規雇用に比べて、一般的に

は賃金水準が低く、雇用も不安定であるなど、

待遇面で大きな差がありまして、就業構造基本

調査等によりますと、特に男性では、正規雇用

よりも非正規雇用等の未婚率が高くなっており

ます。

また、県が実施したアンケート調査によりま

すと、出生率が低下している原因として、半数

以上の方が、子育てや教育にお金がかかり過ぎ

ることを挙げている点を踏まえると、議員御指

摘のような状況が、結婚や出産に関係している

とも考えられるところであります。

私としては、不本意な非正規・派遣労働が固

定化することは望ましくないと考えておりまし

て、県総合計画におきましても、県内での魅力

的な産業の育成や処遇改善等によりまして、良

質な雇用の場の創出を図ることとしておりま

す。引き続き、さまざまな分析・研究を行いな

がら、結婚や出産の希望がかなう環境づくりを

進めてまいりたいと考えております。

冒頭、「国の専管事項であっ○太田清海議員

ても」という言葉を私使いましたが、ある程度

分析をするわけですから、表現としてどこに問

題があるかとするなら、その表現はあってもい

いんじゃないかという気がするわけですね。

県の「未来みやざき創造プラン」というのを

見せていただきました。これは概要版ですけれ

ども、これを読んでみると、本当に県の職員の

方々も一生懸命頑張っているんだなという思い

はするわけです。特に私がああと思ったのは、

スポーツランドみやざきの魅力向上、県民の生

涯スポーツの振興とか、こういったところでも

頑張っているねという。そして今度は、人口問
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題のところでも、希望を持って、結婚、出産、

子育てができる社会環境の構築という言葉もあ

ります。こういったところに思いがあるのかな

とは思いますが、分析に迫っていくことを県民

に示していくことも必要じゃないかなと思いま

して、この質問をさせていただきました。

知事の政治姿勢ということでは最後になろう

かと思いますが、合併の問題であります。前回

私、数値を言いましたけれども、延岡で人口の

変動を、合併を含む前後を調べてみたら、大ま

かに言いますと2005年に、旧延岡市の人口は12

万1,000人程度、ところがその14年後、2019年に

は旧延岡でも11万2,000人、9,000人近く減って

いるということ。北方、北川、北浦では、4,000

人程度あった人口が3,000人台に落ちて、ほ

ぼ1,000名ずつ減っています。パーセントでいう

と、旧延岡は８％、北方、北川、北浦は21％

～24％の減というようなことで、減り方の数値

が違うわけですよね。

私はもともと、合併しないほうがいいんじゃ

ないかという論調では主張してきましたけれど

も、結果として見ると、やっぱり、合併で果た

してよかったのかという疑問が湧くわけですよ

ね。

そこで、これまでの市町村の合併について、

県としてどのように考えているのか、お伺いし

たいと思います。

市町村合併につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、人口減少や少子高齢化が進行する中で、

行政サービスを充実させ、安定的に提供できる

行財政基盤を確立することが一つの目的であっ

たと考えております。

合併によりまして、道路や下水道などの社会

基盤の整備や、危機管理や地域医療対策といっ

た専門組織の充実、さらには行財政運営の効率

化などが進められている一方で、「職員と地域

住民とのつながりが弱くなった」とか、「周辺

部の活力が失われた」といった、さまざまな意

見があるということも承知をしております。

県としましても、今後、人口減少がさらに加

速する中、これからの地域行政を進めるに当た

りましては、こうした住民の声にしっかりと耳

を傾けつつ、地域の活力が将来にわたって維持

できるよう、市町村とも連携を図りながら、必

要な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

この合併というのも過去のこ○太田清海議員

とですから、やむを得ませんが、私は政策とい

うのは間違った この政策が間違ったとは言―

いませんが 方向に政策を取り入れていくと―

いうのはいかがかなという思いがあります。

それでは、テーマを変えまして、会計年度任

用職員制度についてお伺いしたいと思います。

これは総務部長にお願いいたします。

簡単に言うと、今度の会計年度任用職員、４

月１日からということでありますが、私たちが

最初に考えていたのは、いい制度だねというこ

とで、特に、賃金が上がって賞与も出されるん

だよ、場合によっては退職金も出すことのでき

る制度だよというふうに聞いておったわけで

す。大分違ってきたのではないかと思います。

そこで、まず最初に聞きたいのは、この会計

年度任用職員の募集状況について、現在、募集

人員に対して何人応募しているのかということ

をお伺いしたいと思います。

令和２年度の会計○総務部長（武田宗仁君）

年度任用職員の募集につきましては、昨年の12

月20日から、県のホームページへの掲載等によ

りまして、随時募集を行っているところであり

ます。
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知事部局の募集状況につきましては、２月20

日現在までに、271職種、1,064名の募集を行

い、応募者の総数は、併願を含め2,050名となっ

ております。

なお、応募状況を職種ごとに見ますと、応募

期限までに募集人数に達していないものが13職

種20人ありましたが、これらの職種につきまし

ても、募集期間を延長するなど、引き続き募集

に取り組んでおりますので、必要な人員は確保

できる見込みでございます。

職種によっては、勤務時間を○太田清海議員

短縮してパートという扱いで、財政上の制約を

理由とした勤務時間の短縮をされておるのでは

ないかと。これは、総務省の通知に反している

のではないかと思うわけです。というのは、昨

年の11月12日の参議院総務委員会のやりとりで

ありますけど、その中で大村公務員部長という

方が、こう答えています。会計年度任用職員に

ついて、「財政上の制約のみを理由として、新

たに期末手当を支給する一方で給料や報酬を削

減することは適切ではないと考えている」とい

うことです。給料とかそういうところを下げて

ボーナスをあげるから、というのは適切ではな

いと、はっきり言っておるわけです。

高市総務大臣も、この自治体で必要となる経

費について、「地方財政計画にしっかりと計上

して適切に財源を確保してまいりたい」とも言

われています。

そう考えると、自治体では予算を考えないか

んというのは当然であると思いますが、国会で

はこのような議論がされながら、宮崎県の実態

を見ると、財政上の制約を理由として、勤務時

間を短縮しているんじゃないか、いわゆるパー

トにしているのではないかと思うわけですが、

総務部長の見解を伺いたいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（武田宗仁君）

制度への移行に当たりましては、現在の臨時・

非常勤の職について、職務の内容や業務量、勤

務形態を検証し、任用根拠を明確にした上で、

職の設置や勤務条件の設定を行ったところであ

ります。

このうち、臨時的任用職員から会計年度任用

職員への移行に当たりましては、総務省からの

通知を踏まえまして、現在行っている業務を整

理した上で、あくまでも、その職務の内容や業

務量を考慮し、パートタイム勤務が適当である

と判断したものであります。

これは後で言いましょう。○太田清海議員

次の質問をしておきますが、会計年度任用職

員の設置に当たって、退職金が支給されるフル

タイムの職を設置すべきではないかと思います

が、総務部長いかがでしょうか。

会計年度任用の職○総務部長（武田宗仁君）

の設置に当たりましては、毎年度、必要性を吟

味することとされておりまして、先ほど申し上

げましたとおり、制度導入の初年度は、業務量

等を考慮して、パートタイムでの任用としたと

ころであります。

今後の任用に際しましては、その職の勤務条

件を設定する中で、それぞれの職場の実態や

ニーズを踏まえて、職の内容や業務量等を十分

考慮し、フルタイムにするかどうかにつきまし

ては、その都度判断してまいりたいと考えてお

ります。

労働基準法の第24条で「賃金○太田清海議員

の原則」というのがありますが、これでは「賃

金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払

わなければならない。」となっています。これ

は今まで、例えば9,000円で働いていた人が、今

度の制度を導入してパートに時間を短縮された
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ことで7,000円になったとすれば、賃金のダウン

なんです。でも、それはボーナスを出すからい

いじゃないですかという言い方は、給料の分割

払い、いわゆる労働基準法で直接その全額を払

わなければならないとなっているのに、後で払

うからいいじゃないですかというふうに見える

わけです。だから私は、こういうパートにして

いく形というのは、はっきり言うと好ましくな

いということですが、いろいろ考えると、余り

好ましくない、むしろフルタイムにしてあげ

て、できるだけ国会で議論されたごとく、保障

していくというのが大事じゃないかなと思いま

す。

特にこの人たちは、これまでにもいっぱい

言っていますけれども、２月、３月というのは

もうはらはらものなんです。次、私は採用され

るかどうかというのが、もうはらはらなんです

よ。そういうことを私たちは考えてあげないか

んのじゃないかなと思うんですね。一生懸命働

いていればいいんですよ、ずっと採用なんです

よというようなイメージが、私は必要ではない

かと思います。

こういう制度で宮崎県はスタートするという

ことでありますが、職場の混乱がないように、

そしてまた、検証と見直しをできるだけ早目早

目にやっていく。そして、本当に職場が混乱し

ないかどうか。いわゆる時間短縮で、出勤時間

が正職員と違うわけですよね。その辺の混乱が

ないかどうかということは、ぜひ早目早目に、

いろんな検証をしていただきたいと思います。

この会計年度任用職員の法的な位置づけはど

うなっているのか、お尋ねしたいと思います。

会計年度任用職員○総務部長（武田宗仁君）

は、地方公務員法等の一部改正によりまして、

一会計年度の範囲内で任命される一般職の非常

勤職員として新たに設けられたものであり、競

争試験または選考によって採用することとなっ

ております。

また、服務に関しましては、一般の職員と同

様に、信用失墜行為の禁止や守秘義務、職務専

念義務等の規定が適用されるものであります。

そのように、守秘義務とかい○太田清海議員

ろんなものが課せられているわけですよね。公

務員とほぼ一緒というふうに見ていいと思うん

です。そういう人たちと協働して仕事していく

わけですよね。会計年度任用職員の人たちが、

この職場はこのように改善すればいいっちゃが

なという思いがあっても、私は単年度だからと

いう思いであれば、提言もできない。私は、普

通に一生懸命勤務しておられたら、その方が永

続的に勤務することができるというような雰囲

気がないといけないのではないかなと思いま

す。

このあたりの気持ちの問題は、ぜひ執行部に

あっても考えておいていただきたいと思いま

す。

次に、改正給特法についてお伺いをしたいと

思います。

改正給特法というと、ちょっと簡単に言い過

ぎですが、正式には、「公立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措置法」と

なっています。宮崎県でもそのようにスケジ

ュールをもって条例改正をしていくわけです

が、今後の条例改正も含めたスケジュールにつ

いて、これは教育長にお伺いしたいと思いま

す。

今般の給特法の改正○教育長（日隈俊郎君）

点でございますけれども、学校における働き方

改革を総合的に進めるということを目的に、１

つは、国が定めた勤務時間上限ガイドライン
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を、法的根拠のある上限指針に格上げするこ

と、２つ目は、長期休業中の休日のまとめ取り

の推進のため、変形労働時間制を選択的に導入

できるようにすること、この２点であります。

県教育委員会では、国の動き、また要請を踏

まえまして、１点目の上限指針への対応につい

て、教職員の業務量の適切な管理を実施するた

め、本議会に給特条例の改正案を提案している

ところであります。

また、２点目の変形労働時間制の導入につき

ましては、今後、本県の学校の実態を踏まえ、

市町村教育委員会等とも十分に協議しながら、

検討してまいりたいと考えております。

それでは、本県の教職員の勤○太田清海議員

務実態がどういうふうになっているのか、いわ

ゆる残業とか、そういったテーマなんですが、

いかがでしょうか。

平成30年10月に抽出○教育長（日隈俊郎君）

により実施しました教職員勤務実態調査により

ますと、国が上限として示しました時間外業務

時間が、月当たり45時間を超えている教諭等の

割合は、小学校と特別支援学校で約３割、中学

校と高等学校では約６割という状況でありま

す。

先生方の勤務をきっちり捉え○太田清海議員

よう、管理しようということでありますが、例

えば持ち帰り残業とか、いろんな保護者との対

応とか無形のものが本当にいっぱいあると私は

思います。後でまた議論しますが、国が示した

在校時間の上限について、教育長の考え方をお

伺いしたいと思います。国会審議の中では月45

時間、年360時間を上限とするというような考え

方のようですけれども、教育長の考え方をお伺

いいたします。

今回国が示した時間○教育長（日隈俊郎君）

外在校等時間につきましては、あくまでも上限

ということでございまして、１カ月の上限であ

る45時間まで業務を行うことを推奨するという

趣旨ではありません。可能な限り、県教育委員

会及び学校においても、積極的に縮減に努めて

いくことが重要であると考えております。

今後とも引き続き、業務の改善や勤務時間の

適切な管理等を通して、在校等時間の縮減を図

りながら、児童生徒一人一人に行き届いた手厚

い教育を行うことができるよう、教員が能力を

発揮できる環境づくりを目指してまいりたいと

考えております。

わかりました。できるだけ縮○太田清海議員

減を図っていくという言葉がありました。これ

は、労働基準法第１条の２項にその精神がう

たってありますけれども、基準法では、「この

法律で定める労働条件の基準は最低のものであ

るから、労働関係の当事者は、この基準を理由

として労働条件を低下させてはならないことは

もとより、その向上を図るように努めなければ

ならない」という規定があるわけですが、この

逆バージョンですよね。残業をここまでしても

いいということじゃなくて、できるだけ下げて

いこうと、実態はそういうことだろうと考えて

おります。

私は、この次の質問はなかなか質問の言葉を

まとめにくいなと思ったんですが、教員の仕事

の中には、時間管理になじまない性質のものが

あると思われるわけですが、教育長の考え方を

お伺いしたいと思います。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、教員は、教育に対する強い使命感や子供へ

の深い愛情のもと、学校内外で学習指導、生徒

指導などの業務を行っておりまして、業務とし

ての把握が難しい内容も数多く含まれていると

- 88 -



令和２年２月28日(金)

感じております。

一方で、学校教育に対しては、社会からの多

くの要請がありまして、その対応等などから、

業務範囲が拡大している中、教員の健康への影

響が懸念されるなど、長時間業務は大きな課題

となっております。

県教育委員会といたしましては、教員の時間

外業務時間の縮減に向け、さまざまな取り組み

が必要であると考えておりますが、今回、国か

ら上限等も示されましたので、そのことも踏ま

え、働き方改革にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

わかりました。○太田清海議員

子供同士のトラブルとかいじめの問題、保護

者対応など本当に多岐にわたることを、直接教

育とは離れたところでやらざるを得ないような

職務もあるなと思います。だから、タイムカー

ドとかそういったものになじむかどうか、持ち

帰って仕事をしなきゃならんとかいうことも

あって、なかなかこの辺の質問の表現は難し

かったなとは思っているんです。

ここで、私の体験も一つ話してみたいと思う

んですけど、実は私の父は先生をしておりまし

た。私は７人兄弟の末っ子で、父が40歳を過ぎ

たころに生まれております。その父が、私が20

歳のころ病気で倒れて、その後亡くなりました

ので、私は父と話す機会というのは、物心がつ

く５歳ぐらいからすると、実質15年間しかあり

ませんでした。

その間に父から、将来おまえも先生になれと

か、教師像とか教育論とかいうのを、実は聞い

たことがありません。それで、亡くなった後に

私の母から聞いたことでありますが、父は「教

育という仕事は、子供の魂を扱う仕事だから、

大変難しい仕事だ」と、よく言っていたそうで

す。

教育は子供の魂を扱う仕事、私に先生になれ

とは言わなかったけれども、この魂を扱うとい

うことがいかに難しいかということを知ってい

たから、私に先生になれとか言わなかったのか

なと思ったりもするんです。

私が52歳になって県会議員に立候補をするこ

とになったんですが、そのときにいろんな人に

会いました。その中で、北郷村の宇納間の中学

校で、私の父の教え子と名乗る人に会いまし

た。その人が言うには、「あなたのお父さんに

は感謝しています。私は体が小さかったため、

みんなからいじめられていました。あなたのお

父さんは、転校してきたばかりの北郷中学校の

校長先生でしたが、私がいじめられているのを

見るなり、その中に飛び込んできて、かんかん

に怒って、いじめている同級生を、「こんげな

こつしよったら承知せんぞ」と言って私を守っ

てくれました。

私は絵を描くのが得意でした。美術の時間、

風景画を描いていると、あなたのお父さんがい

つのまにか私の後ろに立っていて、「君は絵が

うまいね」と言ってくれました。そして、絵の

描き方も教えてくれました。数日たって、あな

たのお父さんは、私に新品の絵の具をそっと渡

してくれました。私は中学３年で卒業し、集団

就職しましたが、あなたのお父さんのことは、

その御恩は決して忘れませんし、心から感謝し

ています」とのことでした。

教育は子供の魂を扱う仕事。無形の形のない

仕事。はかり知れない仕事。そんなふうに思い

ます。

会計年度任用職員もそうですけれども、学校

現場のそういった改革は、働き方改革というこ

とで出されてきていると思います。私は、もち
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ろん管理というのは大事なことでありますけれ

ども、やっぱり正職員をふやすという視点がな

いと、どうも改革がいびつになってしまう、か

ゆいところに手が届いていない感じになってし

まうんじゃないかなと思います。ぜひ、正職員

をふやしながら、その無形の仕事を一生懸命

やってもらう、そういう形にしていただきたい

なと思います。

あとは一般質問等での質問もありますので、

そこにお任せしたいと思います。

次に、テーマを変えまして、介護職員等特定

処遇改善加算制度について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

これは私が11月議会で質問しましたが、私は

とてもいい制度だと思っています。特徴的に

は、ベテランの介護職員には８万円あげます

よ、でも８万円あげるけれども、それはその職

場で、使い方によってはそれを原資にして、２

人おれば16万円を、そこで働いている調理師さ

んにも一つの比率をもって渡すことができると

いう意味では、できるだけみんなの賃金が上が

るよねという思想に近いなと思って、非常に関

心をいたしました。

しかも、この制度というのは、労働環境を改

善したところにはやりますよというような条件

もいっぱいついておって、正職員化を図ったん

だったら、それに対しても評価をして出される

ような制度でもあるというふうに感じました。

この制度は、昨年の10月から始まったわけで

すけれども、導入状況についてお伺いしたいと

思います。

介護職員等特○福祉保健部長（渡辺善敬君）

定処遇改善加算制度を活用できる本県の対象事

業所数でございますが、令和２年２月現在

で2,114事業所あり、このうち849事業所、率に

しまして40.2％が当該加算を取得しておりま

す。

県では、制度周知と取得促進のため、県内３

ブロックでの説明会に加えまして、各地での個

別相談会も開催をしております。さらに、社会

保険労務士が対象事業所に出向いて直接助言を

行うなど、当該加算の取得促進に取り組んでい

るところであります。

わかりました。これが一歩の○太田清海議員

改革だろうと思いますし、ぜひ深まっていくよ

うな制度にしていただきたいと思います。特

に、労働環境を変えていくところには手厚くと

いうような感じもいたしますし、いいことだと

思っております。

ただ、様式をいただいて見てみますと、こう

いう文言が書いてありました。それは、事務的

な書類の提出に当たってのことでしょうけど、

この制度を適用されるに当たって、「虚偽の記

載や、介護職員等処遇改善加算の請求に関して

不正を行った場合には、支払われた介護給付費

の返還を求められることや介護事業所の指定が

取り消される場合があるので留意すること」と

いうことで、きちっと書いてありますね。

私は、福祉関係の仕事をされていて、思いを

持って一生懸命される方がいっぱいあると思い

ます。ただ、時々変なことをする事業所もあっ

たりするわけで、それをできるだけなくしたい

なと思います。

こういった不正を防止するということは大変

重要なことでありますが、県としてはどう取り

組んでいるのか、お伺いしたいと思います。

介護職員等の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

給与などの処遇を改善するためには、介護職員

等特定処遇改善加算制度が適正に運用されるこ

とが大変重要であると認識しております。
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このため県では、制度開始前の昨年６月に、

説明会で適正運用について周知したほか、こと

し１月の集団指導におきましても、改めて周知

徹底を図ったところです。

また、事業者が虚偽の記載や加算の請求に関

して不正を行った場合につきましては、報酬返

還や指定取り消し等があり得ることから、今後

提出される実績報告書により、給与の支払い状

況等をチェックするとともに、実地指導におい

ても確認することとしております。

今後とも、当該制度の適正な運用及び不正の

防止に向け、介護事業所へ指導・助言を徹底し

てまいりたいと考えております。

いろいろ福祉施設での不祥事○太田清海議員

があったりすることは、非常に悲しいことであ

ります。子供の健全育成とか、福祉関係で、お

じいちゃん、おばあちゃんを大切にしようとい

う思いの中で、何か不正があると本当に心が痛

むものがあります。頑張っていただきたいと思

います。

次に、新型コロナウイルスへの対応と影響に

ついて、同じく福祉保健部長にお聞きしたいと

思います。

これは、昨日の自民党会派の皆さんの代表質

問でも明らかにされましたけれども、先ほど言

いましたように、質問の通告から刻々と状況が

変化しております。

まず最初に、新型コロナウイルスの感染症を

疑う症状が出た場合、どのように対応すればよ

いかお伺いしたいと思います。

新型コロナウ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

イルスの感染が疑われる場合につきましては、

どこの医療機関を受診すべきかわからないとい

う県民の方々の不安を軽減し、対応できる医療

機関に確実におつなぎするため、県では、２月

５日から県内保健所ごとに「帰国者・接触者相

談センター」を設置し、さらに２月21日から

は24時間の相談体制を整えております。

感染症の蔓延をできる限り防止する観点から

も、37.5度以上の発熱が４日以上続いている場

合や、強い倦怠感や呼吸困難がある場合など、

感染の不安がある方については、まずはセン

ターに御相談いただくよう、広く周知しており

ます。

２月25日に政府の基本方針と○太田清海議員

いうのも示されましたので、その中で大体イ

メージはわかってきますが、一般病院との関係

がどうなのかなというのがこの当時あったもの

ですから、聞かせていただきました。

２つ目は、新型コロナウイルス感染症の患者

を受け入れる県内の感染症指定医療機関の病床

数について、お伺いしたいと思います。

新型コロナウ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

イルス感染症の患者につきましては、二次医療

圏ごとに１カ所ずつ指定した第二種感染症指定

医療機関に入院し治療が受けられる体制を整備

しております。県内には７カ所の指定医療機関

がありまして、病床の総数は30床となっており

ますが、さらなる入院病床確保に向けて、医療

機関と協議を行っているところです。

万一、県内で感染者が増加した場合において

も、対象となる方が確実に適切な治療が受けら

れるように、国が示した基本方針に沿って、医

療提供体制の確保に向けて、関係機関と連携を

図ってまいります。

こういった指定医療機関が30○太田清海議員

床あるということでありますが、発生した場合

にはそれ以上の方が出ることもある。それに対

しては、一般の病院でも可能である体制をつ

くっておるということが、きょうの新聞でも報
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道されていましたけれども、ひとつ、そこの体

制をきちっとつくっていただきたいと思ってお

ります。

それから、総合政策部長にお伺いいたしま

す。新型コロナウイルスへの対応と影響につい

てであります。感染した方やその家族の人権が

守られるべきだと思いますが、いろいろ出てお

ります。これは、人権同和対策課を所管してお

られますので、人権という立場から、県の考え

をお伺いしたいと思います。

新型コロナウ○総合政策部長（渡邊浩司君）

イルスへの感染が国内でも相次いで確認される

中、感染された方やその御家族などに対する

誤った情報に基づく不当な差別やいじめ等の人

権侵害は、あってはならないと考えておりま

す。

このため、県民の皆様に対して、正しい情報

に基づき、人権意識を持って冷静に行動してい

ただきますよう、県ではホームページ等を通じ

て、現在、周知や広報を行っているところであ

ります。

今後とも、市町村や関係機関などと連携を図

りながら、人権意識の高揚に努めてまいりたい

と考えております。

人権という、いろいろ難しい○太田清海議員

問題が出てくる可能性があるものですから、そ

ういうメッセージをきちんと述べていただきた

いと思っております。

それから次に、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

きのうの自民党会派の代表質問でも、商工関

係の影響について聞かれましたが、コロナウイ

ルスによる県産材輸出への影響というのがどう

いうものであるのか、お聞きしたいと思いま

す。

平成30年度の○環境森林部長（佐野詔藏君）

県産材輸出額は約42億6,000万円で、最大の輸出

先は中国となっておりまして、その輸出額は、

全体の７割を占める約30億1,000万円と推計して

おります。

今回の新型コロナウイルスの影響について、

木材輸出に取り組む企業等に聞き取りを行いま

したところ、中国国内の移動制限や経済活動の

停滞により、主な輸出先である上海近郊の港が

木材で満杯状態となっていることなどから、既

に木材出荷の延期要請がなされるなど、影響が

広がっていると伺っております。

また、その他の主な輸出先であります台湾や

韓国においては、影響は出ていないとのことで

ありますが、中国におけるこのような事態が長

引けば、県内の木材価格の下落なども懸念され

ますので、引き続き状況を注視してまいりたい

と考えております。

同じく農政水産部長に、この○太田清海議員

ウイルスによる農畜水産物の中国輸出への影響

についてお伺いしたいと思います。

農畜水産物の○農政水産部長（坊薗正恒君）

中国輸出への影響につきましては、県内の事業

者に聞き取りを行いましたところ、中国本土へ

は、農畜産物は、検疫等の障壁により輸出の実

績はございませんが、水産物では、取引がと

まっている状況であるものの、取引量が少ない

ため、経営への影響は限定的であるというふう

に伺っております。

また、主要な輸出先である香港におきまして

は、畜産物では取引の停止は確認されておりま

せんが、農産物や水産物の一部では、今月から

出荷がとまっていると伺っております。

その要因としまして、新型コロナウイルスの

影響に加えまして、昨年６月以降本格化してお
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ります抗議活動の影響など、複合的なものでは

ないかと伺っております。

県としましては、引き続き、状況を注視する

とともに、国や関係団体・企業への情報収集に

努めてまいりたいと考えております。

わかりました。厳しい中では○太田清海議員

ありますが、頑張っていただきたいと思ってお

ります。

次に、福祉保健部長に再度お伺いいたしま

す。重度障害者（児）医療費公費負担制度につ

いてであります。

これは、８月から現物給付となったというこ

とでありますが、ぱっと見たときに、普通、県

が新規事業を起こす場合は４月１日からという

のがイメージとしてあって、あれ、何で８月か

なという意見もありましたので、その理由をお

伺いしておきたいと思います。

重度障害者○福祉保健部長（渡辺善敬君）

（児）医療費公費負担制度の外来の現物給付化

につきましては、予算の成立や市町村条例の改

正を経て、利用者や医療機関等への周知、受給

者証の発行など、相当な準備が必要である中、

重い障がいのある方の願いにできる限り早く応

えられるよう、市町村と一体となってさまざま

な検討を重ねてきたところです。

その結果、現物給付化に対応する新しい受給

者証の発行を、例年の更新月の８月に間に合わ

せることができれば、市町村の事務手続はもと

より、利用者や医療機関にも大きなメリットが

あるため、８月実施を目途に、県と市町村の役

割分担や業務を整理し、年度初めから集中的・

効率的に、前倒しで対応していくこととした次

第です。

わかりました。８月がもう本○太田清海議員

当に最短の取り組みであったということとし

て、理解いたします。この制度については、関

係された市町村の皆さんとか、県の皆さんも大

変御苦労されたことだと思います。このことに

よって、障がい者の方々が受給を控える、これ

でまた体の調子がおかしくなるとかいうような

ことがなくなって、重症化を防ぐという意味で

もよかったと思いますし、そういう貢献をする

ものじゃないかなと思います。頑張っていただ

いてありがとうございました。

次に、テーマを変えまして、教育長に、自転

車保険制度についてお伺いしたいと思います。

公立小中学校及び県立高等学校の学生の自転

車保険への加入促進に、どのように取り組んで

いるのかということをお伺いいたします。

自転車保険の加入に○教育長（日隈俊郎君）

つきましては、自転車を利用する機会の多い県

立高校生の大部分は、県のＰＴＡ連合会が案内

する保険に加入しております。自転車利用の少

ない小中学生につきましては、本保険への加入

は低い状況となっておりますけれども、各家庭

の保護者が加入されております自動車保険の附

帯特約契約等によって、実質、自転車保険へ加

入している児童生徒もおります。

県教育委員会におきましては、これまで、各

学校へ自転車保険の加入について通知を行って

きておりますが、近年、自転車利用者が加害者

となる交通事故や高額賠償事案が発生しており

ますことから、さらに、自転車保険への加入促

進に向けて、ＰＴＡと連携しながら、保護者等

への周知を図ってまいります。

これは学校関係も、子供さん○太田清海議員

たちも自転車で遊んだりしますので、ぜひ制度

が深まっていくようにお願いしたいと思います

し、買い物に行かれる年配の方々にも、こう

いったのが周知されていくといいなと思いま

- 93 -



令和２年２月28日(金)

す。実は私も、このことがあって飛び込んだ保

険関係の損保会社の保険に加入いたしました。

そうしたら、そこの外交員の方からぜひ広めて

くださいと言われましたので、お互いの身を

守ったりするためにも本当に必要だと思います

ので、ぜひ県民の方に、条例が制定する前にで

も入っていただきたいなと思います。

次に、県土整備部長にお伺いいたします。海

岸侵食の問題についてであります。

私たちは、長浜・方財海岸の侵食に関して

ずっと意見を述べてきましたが、この問題は、

延岡では５人の県会議員、井本議員、内田議

員、田口議員、河野議員、そして私と、現地調

査もしながら、知事に申し入れをしたりとか、

さまざまなことを行ってきましたけれども、こ

のことによって、地元の方々と県が、２月７日

に意見交換会または現地調査を行ったというこ

とでありますが、その結果と今後の取り組みに

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。

長浜・方財○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

海岸につきましては、今月７日に、地元区長や

行政機関などに海岸工学の専門家を交え、現地

調査と意見交換を行ったところであります。

県からは、定期的に行っております測量結果

の説明を行い、地元の皆様からは、砂浜が数十

年前と比べ減少していることや、台風時に保安

林まで高波が押し寄せ不安を感じるといった御

意見をいただいたところです。

また、専門家からは、侵食の状況を把握する

ためには、長期的に砂の移動や地形の変化を確

認することが重要であり、そのためには、海中

の測量範囲を広げる必要があるとの御意見をい

ただいたところであります。

現在、この御意見を踏まえ、測量を実施して

いるところであり、今後も引き続き、専門家の

意見を伺いながら、砂浜の保全に効果的な対策

を検討するため、地元意見交換会を継続してま

いります。

この海岸侵食問題は、延岡で○太田清海議員

の取り組みではありましたけれども、県内の海

岸侵食問題の参考にもなるかと思い、代表質問

で行いました。この後、午後の代表質問、公明

党の河野議員も地元でありますので、これも質

問するということになっております。どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。

県警本部長にお伺いしたいと思います。あお

り運転についてであります。

何かマスコミでは、全国の警察で2019年のあ

おり運転の摘発が１万5,000件に達した、それか

ら、前年より2,000件ほどふえておるというよう

な報道もありましたが、昨年のいわゆる「あお

り運転」の検挙状況について、宮崎県ではどう

かということをお伺いしたいと思います。

いわゆる「あお○警察本部長（阿部文彦君）

り運転」は、交通の安全と円滑への障害にとど

まらず、意図的に危険を生じさせる、極めて悪

質な行為であります。

県警といたしましては、110番通報への速やか

な対応、県警のヘリコプター「ひむか」を活用

した多角的取り締まりを含め、組織全体で、そ

の根絶に向けた取り組みを行っているところで

あります。

検挙における適用法令といたしましては、

個々具体的な事案の状況にもよりますが、刑法

の暴行罪、強要罪などや、車間距離不保持など

の道路交通法違反が考えられます。

昨年、あおり運転に係る暴行罪・強要罪の検

挙はありませんが、車間距離不保持の道路交通

法違反につきましては、昨年１年間で、一般道

と高速道において、合計６件を検挙していると
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ころであります。

わかりました。今国会であお○太田清海議員

り運転を厳罰化する改正案を提出する予定だと

も聞いておりますので、その辺も見ながら対応

していただきたいと思います。

次に、違法伐採対策についてであります。

県が新たに新規事業として起こしております

「森林産業サプライチェーンマネジメントモデ

ル構築事業」の内容とその効果について、環境

森林部長にお伺いしたいと思います。

この違法伐採については、私たちもいろんな

方から相談を受けて、いろいろ対応したりする

んですが、法的にもなかなか進まなくて、いら

いら感もあったりするわけですが、県のほうが

こういった事業を起こされたことの効果につい

て、お伺いしたいと思います。

県では今年○環境森林部長（佐野詔藏君）

度、合法木材の流通に関する事業に取り組む中

で、素材生産事業者の意識向上や、原木市場等

におけるチェック体制の整備など、業界自身の

取り組むべき課題が明らかになったところであ

ります。

このため、今議会でお願いしております御質

問の事業では、素材生産事業者が、木材を供給

する際に、添付する伐採届に追加して、伐採す

る箇所の位置や面積などの情報を付与しますと

ともに、受け入れ側の原木市場等において、付

与された情報をもとに木材を総合的に評価する

という、合法性を担保・補強する業界ルールの

構築を目指すことといたしております。

このような取り組みを業界と一体となり推進

することで、合法木材のチェック機能が強化さ

れるとともに、適正な伐採を行う事業者の評価

を高めることにもつながるものと考えておりま

す。

私も最初これを聞いたとき○太田清海議員

に、なかなかわかりづらくて、今言われたよう

に、合法性を担保する新たなルールづくりを整

備していくんだと。それは令和２年から４年度

までという取り組みでありますが、ぜひルール

づくりを頑張っていただきたいと思います。と

いうのは、なかなか法的には摘発できないよう

なところもありますので。

経済学で、「悪貨は良貨を駆逐する」という

グレシャムの法則というのがありますけど、こ

れは逆のやり方だなと。よい体質の人が悪い人

たちを排斥していくという意味のような気がし

て、良貨は悪貨を駆逐するというようなことに

なるかなと思いまして、ぜひ成功させていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

次に、消費税の問題について病院局長にお伺

いいたします。

県立病院事業会計における控除対象外消費

税、いわゆる損税の平成30年度決算額と令和元

年度の決算見込みについて、お伺いしたいと思

います。

県立病院が医薬品○病院局長（桑山秀彦君）

や医療機器等を購入する際に支払う消費税につ

きましては、公的医療保険による診療収入が消

費税を課税しない非課税取引とされております

ため、仕入税額の控除ができず、そのまま病院

の負担となっております。

この控除対象外消費税の額でありますが、平

成30年度決算では、10億1,100万円余となってお

ります。また、令和元年度の決算見込みで

は、11億6,000万円程度と試算しております。

10億、それから11億という数○太田清海議員

字が示されましたけど、これは消費税が10％に

上がった影響もあるのかなと思いますが、この
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いわゆる損税といわれているものについて、医

療保険ではどのように対応しているのか、同じ

く病院局長にお伺いいたします。

医療保険制度で○病院局長（桑山秀彦君）

は、仕入税額控除ができない消費税額相当分に

ついて、診療報酬に上乗せをされ、補塡される

仕組みとなっております。

しかしながら、国の調査結果によりますと、

業務委託や高額医療機器購入等で多額の消費税

を負担している公立病院における平成28年度の

補塡状況は、69.5％と低い結果となっておりま

して、県では、全国自治体病院協議会などを通

じまして、改善の要望を行ってきているところ

でございます。

このような要望を受けまして、国では、昨

年10月の消費税率引き上げに伴う診療報酬改定

の中で是正を図ったところでありまして、補塡

不足は相当程度解消されるものと考えておりま

すが、引き続き補塡の状況を注視してまいりた

いと考えております。

診療報酬で改善をさせていく○太田清海議員

というようなことでありますが、診療報酬とな

ると、被保険者、事業主、それから患者負担、

公費というのも入っておりますので、結局その

あたりに転嫁されていくというような感じがし

て、消費税ゼロですよと言われても、結局、患

者さん、もしくは被保険者、事業主、それぞれ

の人に負担を分散しているような気がします。

だから、果たして消費税というのが、こんな形

のものがいいのかなということを疑問に思いま

す。

最後の質問になりますけれども、漁業振興に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

本県のカツオ一本釣り漁業の存続に向けて、

県はどのような取り組みを行っているのか、お

伺いしたいと思います。

本県の近海カ○農政水産部長（坊薗正恒君）

ツオ一本釣り漁業は、平成６年から連続して日

本一の漁獲量を誇る、本県漁業生産を支える重

要な産業でございます。

このため県では、人工衛星や調査船「みやざ

き丸」を活用した漁場探索に加え、環境ＤＮＡ

技術を利用した、新たな漁場予測の技術開発に

も取り組んでいるところであります。

さらに昨年は、記録的な不漁となったことか

ら、「漁海況変動等対策資金」を創設し、漁業

者の経営支援を行ったところであります。

今漁期につきましては、２月から本格的な漁

が開始されたところであり、今後の水揚げ状況

を注視するとともに、「みやざき丸」の機動的

な運用により、漁場等の情報を迅速に提供し、

カツオ一本釣り漁業の存続に向けて、しっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

県のほうとしても、昨年、漁○太田清海議員

海況変動等対策資金利子補給事業とか、そう

いった手を打たれながら対応していただきまし

た。

カツオ一本釣り、ビンナガマグロが不漁だっ

たという話なども聞いておりますが、今後ひと

つ、見守っていただきたいと思います。

最後になりますけれども、我が会派の田口議

員から情報をいただきました。ＮＨＫでも報道

されたそうでありますが、実は、世界の貧困問

題に取り組んでおります国際的なＮＧＯのオッ

クスファムという団体が、１月20日、スイスで

開かれているダボス会議で報告書を発表したそ

うです。

その発表の内容は、世界の富裕層の上位2,100

人余りの資産が、世界の人口の６割に当たる46

億人の資産の合計を上回るということでありま
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す。2,100人が46億人を上回る資産を持っている

ということ。しかも、富裕層の上位１％が今

後10年間、税金をわずか0.5％多く払えば、介護

や教育の分野で１億1,700万人を新たに雇用する

ことができるというふうな報告であります。

私はこういうのを聞くときに、税制の力でこ

ういったものがどうかならぬものかなとつくづ

く思います。人間の幸せのために資産を使って

いくという思想は、私は大事じゃないかなと思

います。

ことしの正月でありますけれども、教師を勤

めたことのある、80歳の男性にお会いしまし

た。その方がこう言われました。

「子供たちに幸せになるようにと、一生懸命

教育をし、この社会に多くの子供を送り出して

きたけれども、だんだんだんだん社会のほうが

悪くなっているような気がする」と。

全てにわたる何かモラルの低下を嘆いておら

れるのではないかと思いました。

モラルの低下と言えば、私自身も威張れたほ

うではありませんけれども、私自身、過去の恥

ずかしいことや、消してしまいたいことがいっ

ぱいあります。本当に政治に一生懸命に取り組

んでおられる方々を知っているだけに、失礼か

もしれませんけれども、私もこういった状況を

見たときに、川柳をつくってみました。

「シュレッダー 私の過去も 消せないか」

ということであります。ぜひ明るい世の中をつ

くっていきたいなと思います。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時24分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○河野哲也議員

は。河野哲也でございます。公明党県議団を代

表して質問させていただきます。

まずは、知事にお尋ねします。

記紀編さん1300年記念事業の集大成として位

置づけた第35回国民文化祭みやざき2020第20回

全国障害者芸術・文化祭みやざき大会の概要が

発表され、全体像が見えてきました。多彩なイ

ベントが展開されるようですが、例えば、迎え

る側の立場で参加する若い方々を支援する取り

組みはないのでしょうか。

一昨年開催された、「おおいた大茶会」の開

会式に参加しました。細かな配慮のされた文化

祭でした。大感動の中に、思わず口元が緩むウ

エルカムカードをいただきました。子供たちの

作品です。大分県内６万人の小学生、特別支援

学校小学部の子供一人一人が、来場者へのおも

てなしの気持ちを込めてつくったものです。

大分県は、基本方針の一つに、「街にあふ

れ、道にあふれる、県民総参加のお祭り」を掲

げていました。その中に位置づけている事業で

した。

確かに本県の基本方針も、「すべての県民が

参画し、若い世代が輝く」としています。ま

た、知事は常々、「大会を一過性のものに終わ

らせず、宮崎の文化の発展・継承につなげる」

とおっしゃっていましたが、そのためにも、８

カ月後に控えた国民文化祭・全国障害者芸術文

化祭に、次世代を担う若い方の参加が大事であ

ると考えますが、その取り組みと知事の思いを

お伺いいたします。
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２問目でございます。延岡市長浜、方財地区

区長の申し入れで、長浜・方財海岸の侵食問題

について、海岸工学の専門家で宮崎大学の村上

啓介教授、長浜・方財の住民、県職員などによ

る現地調査と意見交換会が、２月７日に行われ

ました。

村上教授からは、「移動限界水深」まで広範

囲に調査をすること、「年間を通じた測量で長

期的な地形の変化を見るべき」との意見があっ

たとのことです。

このことは報告があったと思いますが、今の

知事の認識をお伺いいたします。

壇上からの質問は以上です。以下の質問は、

質問者席から行わせていただきます。〔降壇〕

（拍手）

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、若い方々の国文祭・芸文祭への参加

についてであります。

今御指摘がありましたとおり、国文祭・芸文

祭では、テーマの一つに「すべての県民が参画

し、若い世代が輝く」というものを掲げており

ます。この事業の成果を将来につなげていく意

味からも、若い方々の興味・関心を高め、本大

会に参加していただくことは大変重要であると

考えております。

このため、大会の開閉会式等で日ごろから文

化活動に取り組んでいる児童生徒に出演をして

いただくほか、キッズプレスプロジェクトで

は、県内各地から募集した小中学生のこども記

者と高校生記者が、県内の伝統文化や担い手を

みずから取材し、引き続き、新聞紙上で紹介し

ていくこととしております。さらに、大会広報

や会場ボランティアなどのおもてなしについ

て、若い方々に対しても幅広く参加を求めるな

ど、大会への参加意識の向上にも取り組んでま

いります。

この大会を契機として、若い世代の方々が地

域の伝統文化や芸術文化に触れ、地域に誇りを

持ち、将来、その担い手として、継承、発展し

ていく役割を担っていただけるよう、大会本番

に向けて、準備を進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、長浜・方財海岸についてであります。

海岸の砂浜は、人命や財産を波浪等から守る

だけでなく、海岸の利用や環境の観点からも重

要であると考えております。

長浜・方財海岸につきましては、昨年12月に

私も直接、地元の代表者から侵食の状況をお伺

いしました。地元の皆様にとりましては切実な

課題であると受けとめたところであります。

このため、今月上旬に海岸の専門家を交えた

意見交換会を開催しまして、専門家からは、

「測量や調査を続け、長期的に砂の移動状況を

把握することが、侵食対策を行う上で重要であ

る。そのためにも、より海中の測量などを行う

べきだ」という専門的なアドバイス、意見をい

ただいたところであります。

今後も、住民と関係機関が一体となって、砂

浜の保全に効果的な対策の検討を進めるため、

専門家の御意見をお伺いするとともに、住んで

いる方々の思い、不安、その肌感覚というもの

を大切にしながら、意見交換を継続していくこ

とが必要であると考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

文化祭に関しましては、若い○河野哲也議員

人が全員参加したい、参加するというのも一つ

大事な点かなと思いますので、御配慮いただく

とありがたいです。

それと長浜・方財の区長の方々、知事の今の

答弁をお聞きすると思うんですけど、きっと一
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歩進むということで喜んでいただけるんじゃな

いかなと思いますので、しっかりと報告をさせ

ていただきます。

２月13日、カルチャープラザのべおかで、若

山牧水賞受賞講演会がありました。

受賞者の松村由利子さんは「科学する心」

を、黒岩剛仁さんは「啄木」を視点に「牧水」

を語られていました。視点を変えると、さまざ

まな「若山牧水」に出会えます。大変興味深く

聞くことができました。

国文祭の中で「若山牧水」がフォーカスプロ

グラムの一つになっています。牧水賞受賞者の

視点でプログラムを組み立てると魅力あるもの

ができるのではと考えますが、検討できない

か、総合政策部長にお伺いします。

多くの県民の○総合政策部長（渡邊浩司君）

皆様に短歌に親しんでいただくためには、若山

牧水賞の受賞者の方々の経験や知見を生かすこ

とが、大変重要であると考えております。

このため、「若山牧水」をテーマとした各地

域でのプログラムにおきましては、受賞者の

方々によるトークショーや、全国高校生短歌大

会交流戦での審査員を初め、短歌入門のワーク

ショップで講師を務めていただくこととしてお

ります。

プログラムの詳細な内容を検討していく中

で、引き続き受賞者の方々から御意見をいただ

きながら、県民との交流の機会を積極的に設け

るなど、魅力あるプログラムづくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。

防災減災対策についてお伺い○河野哲也議員

いたします。

豪雨水害対策として、世界最高水準の技術と

も言われる、より強固な堤防等の建設が全国で

進んでいます。20年度の事業費も、本県北川な

どの本格的な河道掘削、堤防強化のために確保

するとともに、県単独でも、護岸整備等に本年

度を大きく上回る予算が計上されているとお聞

きしています。

国土強靱化に係る、来年度の県単独公共事業

予算で新たに予定されている河川事業の内容に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。

近年頻発す○県土整備部長（瀬戸長秀美君）

る甚大な浸水被害を受け、「国土強靱化のため

の３か年緊急対策」として、交付金事業により

樹木伐採や河道掘削等を実施し、治水安全度の

向上に取り組んでいるところであります。

このような中、昨年10月の台風19号などの大

規模な浸水被害を契機に、維持管理のための河

川やダム等の堆積土砂除去の重要性が高まり、

交付金事業の対象とならない河川等におきまし

て緊急的なしゅんせつが実施できる、「緊急浚

渫推進事業」が創設される予定であります。

県では、この起債事業を活用し、本議会にお

きまして、今年度を大きく上回る県単独公共事

業予算をお願いしており、令和２年度は、古江

川など39河川や渡川ダムなど５ダムにおいて、

しゅんせつを行っていく予定としております。

今後とも、安全・安心な暮らしの確保に向

け、浸水被害の軽減に取り組んでまいりたいと

考えております。

大規模、小規模の川、関係な○河野哲也議員

く、ぜひ流域全体で治水対策を進めていただき

たいと思います。

そのためにも、国と県が一体となって新たな

管理、対策のあり方を考えていただき、流域住

民を安心させていただきたいと、強く要望いた

します。

２月12日、衆議院議員第２会館で行われた全

国災害ボラティア議員連盟主催の研修会に参加
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いたしました。

台風15号、19号災害等の被災現場より報告と

課題検証。記念講演として、防災のスペシャリ

スト山村武彦防災システム研究所所長に、「最

近の大規模災害に学ぶ～自治体と地域の実践的

防災・危機管理～」についてお話をいただきま

した。

お話の流れを紹介いたしますと、まず「命を

守ることを優先するスマート防災訓練とは」と

いうお話から、「最近の大規模災害に学ぶ自治

体と地域の実践的防災危機管理」、遠いところ

では平成28年熊本地震、このときに学ぶべきも

のは、震度６以上の地震で、安全確認できるま

でトイレは流さない、避難所損壊があるところ

は、バックアップ避難所の整備をしなければい

けないということ。平成30年７月豪雨災害（西

日本豪雨）、避難所と防災拠点が浸水してし

まった。災害別避難所が必要ではないかと指摘

されました。

犠牲者の８割は避難行動要支援者であった

と。進まぬ災害弱者対策が浮き彫りになりまし

た。昨年、令和元年台風10号、19号災害では、

自治体と地域における防災対応の主格、全員避

難で避難所が満員になってしまったという問

題、そういう課題を出し合って検討させていた

だきました。

山村所長からは、自治体と地域の実践的防災

対策ということで、これからの防災・危機管理

ということで学ばせていただきました。

この研修をまとめると、「悲観的な準備を

し、楽観的な行動をせよということに尽きる」

ということでありました。これからの防災・危

機管理はどうあればよいか。３点にわたって、

本県の取り組み等を危機管理統括監にお伺いい

たします。

まず１点でございます。災害時における情報

収集・集約・伝達のあり方について、県はどの

ように考えているかお伺いいたします。

災害発生時○危機管理統括監（藪田 亨君）

におきまして、被害の軽減を図るためには、時

間の経過とともに刻々と変わっていく被害や救

援などの情報を迅速かつ的確に収集、整理をす

るとともに、関係機関で共有し、優先度を判断

して効果的な災害対応を行うことが極めて重要

であると考えております。

このため、現在県では、防災庁舎の整備に合

わせまして、関係機関などのさまざまなシステ

ムで提供される防災情報を集約し、地図上など

で必要な情報をわかりやすく表示するなど、状

況の整理や分析に活用できる、新たな防災情報

共有システムの構築を進めているところでござ

います。

この新しいシステムの導入により、県・市町

村を初め、関係機関が必要な情報を収集、共有

できる環境を整備するとともに、訓練等の実施

により、本県の災害対応力のさらなる向上に努

めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。研修○河野哲也議員

でも、まさに今答弁いただいた、情報の伝達の

確認がありました。優先度を判断して効果的な

災害対応を行うことが極めて重要だというこの

答弁、大事であるということで、住民側にもそ

の情報を伝達して、住民側がトリアージしやす

い、何が優先なのかということを受け取りやす

い伝達システムを考えていくべきだということ

でありました。

２点目です。大規模災害時には、県全体でＢ

ＣＰの考え方を適用し、県民や企業の行動を調

整・制限する必要も出てくると思うが、県の考

えをお伺いいたします。
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南海トラフ○危機管理統括監（藪田 亨君）

地震などの大規模災害発生時には、道路交通麻

痺や燃料、物資の不足などの発生が想定されて

おります。

このため県では、南海トラフ地震に関する宮

崎県実施計画におきまして、円滑な災害対応が

できるよう、必要に応じて、県民等に対し自動

車の使用を自粛するよう協力を要請すること

や、物資の調達方法、燃料の優先供給体制等に

ついて、あらかじめ定めているところでござい

ます。

また、業界団体や民間事業者との間におい

て、100を超える災害時応援協定を締結するとと

もに、訓練を実施するなど、協力体制の構築を

進めているところであります。

今後とも、迅速かつ的確に災害対応ができる

よう、県民・企業への普及啓発や関係事業者等

との連携強化に、しっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

ある自治体では、災害対策本○河野哲也議員

部と県職員の代表でインフラをとめるＢＣＰ発

動訓練も行ったという実例もあります。命を守

るためにはどうすればいいのかということを、

ＢＣＰの観点からもしっかりと捉えて、県は取

り組んでいただきたいなと思います。よろしく

お願いします。

３つ目です。災害時における、女性の視点に

立った避難所運営のあり方について、県はどの

ように考えているかお伺いいたします。

これまでに○危機管理統括監（藪田 亨君）

発生いたしました大規模災害におきましては、

避難所の運営や生活環境等について、さまざま

な課題が指摘されており、その一つである女性

の視点に立った避難所運営は大変重要であると

認識しております。

これまで県においては、国が策定しました避

難所運営ガイドライン等に基づきまして、市町

村に対して、女性の立場に配慮した避難所運営

について助言を行うとともに、市町村職員等を

対象とした研修にも取り組んできたところでご

ざいます。

現在、国におきましては、さまざまな災害に

おける取り組みや知見等を踏まえ、男女共同参

画の視点からの防災の取り組み指針の見直しが

進められております。その内容も踏まえなが

ら、今後とも、避難所運営を初め、女性の視点

を生かした防災対策の推進に取り組んでまいり

たいと考えております。

このボランティア研修には、○河野哲也議員

女性の議員が大変多く参加しています。この議

員連盟の事務局長は、福井県議会議員の細川か

をりさんという方で、非常に女性の視点で、こ

の会議でもいろいろと意見を述べてくださる方

なんですけど、その方の指摘で、この項目を挙

げました。

性犯罪防止の観点で、防犯に配慮した避難所

の運営というのをしっかりと考えていっていた

だきたいということで、実は、大規模災害で

あった東日本大震災でも、阪神・淡路大震災で

も、日本人の緊急時に対しても落ちついた態度

を世界は評価しましたが、残念ながらあったん

です、性犯罪というものが。それがなかなか表

に出なかった。

それで、東日本大震災のときには、女性のＮ

ＰＯ団体が調査に入ったんです。やっぱりそこ

で犯罪があったということで、運営面で女性の

観点をしっかり入れろということ、それから、

巡回は警察と連携しろ、防犯ブザーを配付しろ

と。そういうふうな細かな運営面の方針が出さ

れるようになりました、その３点ですね。
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それから、災害復旧現場の課題について１点

お伺いします。あと１点は要望にいたします。

大規模な災害廃棄物等の除去について、これ

までの県の取り組み、特に重機の確保に係る取

り組みについて、環境森林部長、お願いいたし

ます。

県では、大規○環境森林部長（佐野詔藏君）

模災害発生に伴う廃棄物の円滑、迅速な処理の

ため、宮崎県災害廃棄物処理計画に基づき、市

町村職員を対象に研修会を実施し、人材育成に

取り組みながら、民間の事業者を含めたネット

ワーク会議も開催し、連携強化を図ってきてお

ります。

また、今年度は、これまでの取り組み状況を

踏まえまして、大規模災害を想定した図上演習

を、市町村や関係団体の多数の参加により初め

て行ったところであります。

なお、事前の備えとして重要となります重機

の確保につきましては、ネットワーク会議を通

して、保有されている重機をリストアップし、

情報共有を図りますとともに、その利活用にも

つながる応援協定の締結についても、市町村を

指導しているところであります。

重機のレンタルシステムとい○河野哲也議員

うのが、今までの災害現場では課題になってい

るということをお聞きしました。重機の貸し借

りというのでしょうか、これがなかなかうまく

いかない。自衛隊等に入ってもらえるんです

ね。自衛隊等に入っていただけるんですが、自

衛隊の重機は大き過ぎてすぐ使いものにならな

い こう言っちゃいけないですけど とお― ―

聞きしました。

だから、この重機がどれだけ使えるか、重機

が使えるかということで、非常に課題があると

いう現場の報告がありました。大規模災害等に

はこういう課題もあるんだということで、確認

をしておきたいと思います。

要望です。農業ボランティアセンターの立ち

上げの支援をお願いしたいと思います。

岐阜県議の川上さんという方が、秋田のリン

ゴ農園 今回秋田がやられました。リンゴ農―

園の復興に尽力した県議なんですけど、このま

ま復旧しちゃうと、もう農園として立ち上げる

ことができない、結局、更地にしてどうしよう

もない中を、専門的な知見でこういうふうにや

ろうということで、いろいろ関係機関を農協を

中心として集めて、一つセンター的なものをつ

くって取り組んだそうです。結局、復興できる

災害復旧ができて、農家の人は喜んでいるとい

う報告がありました。

そういうことを考えると、九州北部豪雨や延

岡の竜巻被害は、ＪＡさんが主体となって農地

復旧ボランティアをやられたんですね。自民党

県議の内田さんとか佐藤さんとかが入られて、

ボランティアを一生懸命されていましたけど、

僕はちょっとその後をいろいろ聞かせてもらっ

て、結局、ＪＡさんの指示に従っていないと、

そのハウスが使えない状態になる可能性があっ

たとお聞きしました。つまり、ガラスでできて

いるので、そのままぬかるんでいるところに、

ボランティアの方がどっと入ってしまうと、農

地が痛んでしまうということ。そこをＪＡの方

が気をつけて、うまく復旧・復興できる状態に

なったということをお聞きしました。

そういうふうな被災農家の支援に当たってい

たということ。この場合、県や農業関係団体な

ど農業の専門組織が、復興を図る上でセンター

的なものを立ち上げて、横連携でスムーズにボ

ランティアを集め、そして専門的な見地からそ

のボランティアが進み、復興につながるという

- 102 -



令和２年２月28日(金)

ことができればなということで、今後、そうい

う視点で県が連携のど真ん中に入るようなもの

ができるようだったらお願いしたいなと。これ

は要望です。

福祉保健政策について、福祉保健部長にお伺

いします。

新型コロナウイルスについては、先ほど太田

議員からもありましたので、僕はきのうまで準

備した質問で済みませんが、させていただきま

す。

本県も、新型コロナウイルス感染症、帰国者

・接触者の24時間相談センターが開設されまし

た。２月13日に、国の新型コロナウイルス感染

症対策本部において緊急対応策がまとまったこ

とは、御案内のとおりです。骨子の一つとし

て、診療外来を各都道府県に設置したと、発表

されました。

25日に政府は、新型コロナウイルス感染症の

流行抑制に向けて、感染拡大防止策、医療提供

体制、水際対策等をまとめた基本方針を決定い

たしました。

本県のでき得る対策を決めて、柔軟に対応し

ていただきたいと思います。

そこで、新型コロナウイルス感染症に係る県

内の医療提供体制についてお伺いいたします。

感染の不安か○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ら、適切な相談をせずに医療機関を受診するこ

とは、混乱を招くだけでなく、感染のリスクを

高めることになりますので、まずは最寄りの保

健所等に設置されている帰国者・接触者相談セ

ンターに相談していただくよう、周知している

ところです。

同センターでは、２月５日から２月25日まで

に885件の相談を受けており、過度な心配になら

ないよう、きめ細やかに相談に応じているとこ

ろです。また、感染を疑う場合は、保健所と連

携し、帰国者・接触者外来に適切につなぐ受診

体制を整えております。

今後仮に、県内で感染者が増加した場合に備

えて、国が示した基本方針に沿って、医療提供

体制の確保に向けて、医師会や医療機関等と連

携を図ってまいります。

小中学校の休業の件について○河野哲也議員

は、後ほど詳細な対策等あると思いますので、

またよろしくお願いいたします。

子育て家庭や幼児教育・保育の現場の声を真

摯に受けとめ、施策の一層の拡充につなげてい

かなければならない。公明党は２月６日に、全

国の公明党議員が聞き取り方式で実施した、

「幼児教育・保育の無償化に関する実態調査」

の最終報告を発表いたしました。

この調査は、11月議会でも御案内いたしまし

たが、幼保無償化が昨年10月からスタートした

ことを受け、実施後の評価や課題を探るために

行ったものです。

今回の調査では、利用者、事業者の両者に対

して、今後取り組むべき課題についてもお聞き

しました。

調査の結果、浮き彫りになったのが、幼児教

育・保育の「質の向上」と「受け皿整備」の２

点に対する要望が大きいことです。宮崎県でも

大きかったのは、質の向上でした。

質の向上に関して国は、人手不足の解消に向

けて、2013年度から保育士などの処遇改善を進

め、これまで月額３万円を超える給与アップに

取り組んできたとしています。

幼児教育・保育の無償化を円滑に進めるた

め、県はどのように取り組んでいくのかお伺い

いたします。

現在、市町村○福祉保健部長（渡辺善敬君）
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におきまして、４月入園等の手続が行われてい

るところですが、無償化による影響は限定的で

あるとお聞きしているところです。

一方で、幼児教育・保育の無償化を円滑に進

めていくためには、保育士等の安定的確保が必

要であると考えております。

このような中、現場の保育士等からは、給与

面の改善に加え、書類作成などの事務負担の軽

減や、休憩時間・休暇の確実な取得など、職場

環境の改善を望む声が多く寄せられておりま

す。

このため、既存事業に加え、今回、本議会で

提案しております新規事業「働きやすい保育所

等づくり緊急応援事業」で、保育士等をサポー

トする保育補助者や保育支援者の雇い上げ費用

を補助し、職場環境の改善に取り組みたいと考

えております。

答弁にもありましたが、例え○河野哲也議員

ば、ＩＣＴを活用した業務効率化の促進も検討

すべきであると、私も調査に入って感じたとこ

ろでございました。要望をしておきます。

新聞報道で、「熊本県網膜色素変性症協会の

山本悟会長が２月10日、東京都八王子市の創価

大学を訪れ、暗い場所で物が見えにくくなる難

病「網膜色素変性症」を抱えながらも箱根駅伝

の最終ランナーとして驚異的な記録でゴールし

た嶋津雄大と同駅伝部の永井大育の両選手に対

し、暗闇のわずかな光を高感度カメラで捉え、

目の前のディスプレーに映し出す「暗所視支援

眼鏡」を贈呈。

冬の時期の夕方や早朝の練習に向かう際、わ

ずかな段差につまずくなどした経験がある嶋

津、永井の両選手は、暗くした室内で支援眼鏡

を装着すると、「視界が変わった」「物がはっ

きり見える」と歓声を上げ、「安心して歩け

る。より一層練習に励みたい」と意気込みを

語っていた」とありました。

熊本県天草市は、昨年、網膜色素変性症の患

者らが使用する「暗所視支援眼鏡」について、

日常生活用具給付等事業の対象品目に追加いた

しました。天草市が実施主体となって、国や県

が購入を補助するもので、全国初の取り組みで

ありました。

網膜色素変性症は、暗いところで目が見えに

くくなる「夜盲」や視野が狭くなる「視野狭

窄」が進み、さらには視力が低下し、失明する

こともある進行性の病気です。治療法が確立さ

れておらず、国の指定難病の一つであります。

暗所視支援眼鏡は、小型カメラで捉えた映像

を、明るい状態で使用者の目の前のディスプ

レーに投影し、暗い場所では明るく見えるよう

にするほか、光が強い場所では遮光する機能を

持っています。同眼鏡は、九州大学病院とＨＯ

ＹＡ株式会社、公益社団法人「日本網膜色素変

性症協会」が共同で開発。数年間の研究を経

て、昨年４月、製品化されました。しかし、価

格は約40万円と高額なため、患者らは購入に踏

み切れていないのが現状であります。

ありがたいことに、本県でも延岡市で、暗所

視支援眼鏡については、日常生活用具給付等事

業の対象品目に追加し、予算化する方向で進ん

でいるようでございます。新富町もという声

も。まだきちっと確認していないんですけど、

動きは県内もあるということです。今後、県内

各地の市町村に広がっていくよう、働きかけを

してまいります。

そのような中で、日常生活用具給付事業の対

象として暗所視支援眼鏡を加えている先駆的な

自治体がありますが、県内の市町村でも取り組

まれるよう、県としても後押しできないかお伺
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いいたします。

日常生活用具○福祉保健部長（渡辺善敬君）

給付事業につきましては、障害者総合支援法に

基づきまして、市町村が実施主体となり、地域

の実情に応じて、人工膀胱といった用具やたん

吸引器などを給付する地域生活支援事業の一つ

であります。これに対して、県は国と一体とな

り、事業に要する費用の一部を補助しておりま

す。

議員御指摘の暗所視支援眼鏡につきまして

は、視覚に障がいのある難病の方などに対し、

暗い場所や光が強い場所での視野確保を支援す

る、近年開発された電子機器であります。

市町村が、これらの最新の用具等を給付対象

にするためには、安全・容易・実用性といった

面での検討や、既に給付対象にしている自治体

の情報等が必要になってくると考えられますの

で、県といたしましては、必要な助言や情報提

供などを行ってまいりたいと考えております。

網膜色素変性症の患者は、就○河野哲也議員

労や就学時だけでなく、災害時には身動きがと

れなくなるほど、生活に困難をきわめていま

す。どうか安心して暮らしていけるよう、県も

手厚い支援をお願いいたします。

２月24日、「めざせ健康長寿！ｉｎのべお

か」で、女優の原千晶さんのお話を聞きまし

た。子宮頸がんを患い、闘病した経験から、定

期検査受診の大切さを訴えておられました。

子宮頸がんを予防するためには、定期検査受

診は大事です。それ以上に大事なのが、子宮頸

がんＨＰＶワクチンの定期接種であります。

ワクチン接種について正しく理解し、適切に

判断できるよう、有効性とリスクなどに関する

情報を対象者に確実に届けることが重要です。

しかし、2013年に国は、定期接種の積極的勧

奨をやめました。定期接種としての対象は残し

ましたが、適切な情報を対象者に届けられてい

たかということに関しては、県として取り組み

が十分であったのか、私自身、自責の念を込

め、お聞きしたいと思います。

子宮頸がんＨＰＶワクチン接種についての正

しい理解を図り、定期接種の積極的な告知を行

うべきだと考えますが、県の認識をお伺いいた

します。

ＨＰＶワクチ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ンにつきましては、子宮頸がん予防の効果が期

待されることから、平成25年４月、予防接種法

に基づく定期接種が市町村において開始されま

した。

しかしながら、まれではありますが、接種後

に重い症状を発症する事例が報告されたことか

ら、国は同年６月、積極的な接種勧奨を控える

よう勧告を行い、現在も勧奨は再開されており

ません。

県といたしましては、接種対象者に対し、ワ

クチン接種の意義・効果と接種後に起こり得る

症状等の情報を総合的に伝えることの重要性は

十分に認識しておりますことから、これらの情

報が記載された国作成のリーフレットを、市町

村を通じて対象者への周知を図っているところ

であります。

なお、国においては、情報をより確実に対象

者へ届ける方法等のさらなる工夫について、検

討を進めているところでありますので、当該検

討結果を生かして、適宜適切な情報提供を行っ

てまいります。

国のワクチンに関する検討会○河野哲也議員

が開かれたときに、その場でも改めてＨＰＶワ

クチンの認知度がかなり低い状況にあると、ほ

とんどゼロに近いんじゃないかということが提
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示されました。県としてもＨＰＶワクチン接種

に積極的に取り組んでいただきますよう、お願

いいたします。

林業政策について、環境森林部長にお伺いい

たします。

台風15号において、倒木による停電被害が拡

大したことを初め、近年、森林の保水力が低下

したことなどによる洪水氾濫、山腹崩壊、流木

被害などの甚大な被害が全国で発生しており、

森林整備の促進が喫緊の課題となっています。

このため、地方公共団体金融機構の金利変動

準備金2,300億円を活用し、森林環境譲与税の譲

与額を前倒しして増額し、森林整備を一層推進

するとしました。

森林環境譲与税が前倒しで増額されています

けれども、来年度予算案にどう反映されている

のか。また、県の森林環境税はどのような目的

で使われているか、お伺いいたします。

森林環境譲与○環境森林部長（佐野詔藏君）

税は、市町村及び県が実施する森林整備とその

促進に関する施策を推進するために創設された

もので、県におきましては、市町村が実施する

森林整備等に対する支援、人材の育成・確保、

木材の利用促進等に要する費用に充てておりま

す。

今回の譲与額の増額を受けまして、来年度予

算では、森林経営管理制度に係る市町村職員研

修や、林業大学校の研修環境等の整備、流通す

る木材の合法性を担保する仕組みづくりなど、

事業の充実をお願いしているところでありま

す。

一方、県の森林環境税は、県と県民等が協働

して森林環境の保全に取り組むため創設したも

のでありまして、森林ボランティアの森林（も

り）づくり活動を支援する「県民の理解と参画

による森林（もり）づくり」や、公益上重要な

水源地域における広葉樹植栽などを支援する

「公益的機能を重視した森林（もり）づくり」

などに要する費用に充てております。

観光推進について、商工観光○河野哲也議員

労働部長にお伺いいたします。

２月７日に長崎県で開催されました、九州観

光振興大会に出席いたしました。大会では、九

州観光推進機構の取り組みの説明がありました

が、その中で、海外に向けて九州の認知度を向

上させるため、九州の魅力を、「活きた火山と

ともに生きる」「海に囲まれた豊かな大地」

「人と文化が融合する日本の玄関口」という３

つの価値として見詰め直し、九州ブランドとし

て浸透させていくイメージ戦略について説明が

ありました。

そこで、九州観光推進機構が推進する「九州

ブランド」のコンセプトに合う宮崎の観光資源

としてどのようなものが考えられるか、お伺い

いたします。

九州観光○商工観光労働部長（井手義哉君）

推進機構では、海外での認知度向上を図るた

め、九州が誇る魅力を「九州ブランド」として

整理し、一体となったイメージ戦略を推進して

いるところであります。

九州観光推進機構の作成した動画等では、九

州ならではの景観や文化として、本県の高千穂

峡や青島、神楽が紹介されております。

このほかにも、南北400キロにも及ぶ海岸線

や、えびの高原、祖母・傾の山々など、変化に

富んだ美しい自然景観や、そこで育まれる宮崎

牛やキャビアなどの世界に誇れる食、また県内

各地の神楽で語られる日向神話も、九州ブラン

ドにふさわしい観光資源ではないかと考えてお

ります。
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今後も、九州一体となったイメージ戦略の中

で、宮崎ならではの魅力を発信し、本県の認知

度向上を図ってまいりたいと考えております。

本県でも、九州ブランドとし○河野哲也議員

て世界に発信できるものが数多くあると思いま

す。私は、本県を代表する観光資源としては海

じゃないかなと思っています。美しい海岸線で

は、さまざまなマリンスポーツが盛んであり、

特にサーフィンは、昨年ＩＳＡワールドサー

フィンゲームスも開催されるなど、九州ブラン

ドとしてふさわしいコンテンツではと考えま

す。

そこで、来年度の新規事業「サーフランドみ

やざき推進事業」の取り組みについてお伺いい

たします。

本事業○商工観光労働部長（井手義哉君）

は、昨年、国内外から多くの観客の皆様方に訪

れていただきました、ワールドサーフィンゲー

ムスの成果や、今年の東京オリンピックでの

サーフィン競技の開催を生かして、本県へのさ

らなる誘客を図るとともに、全国有数のサーフ

スポットとしてのブランド化を進めるため、

ハード、ソフト両面からの取り組みを行うもの

であります。

具体的には、本県を代表するサーフスポット

であります木崎浜の環境整備を図るため、電源

設置等を行うとともに、プロサーフィンの国際

団体でありますワールドサーフリーグが主催す

る、アジアで初めてとなる国際大会を誘致し、

開催を支援いたします。

またあわせて、大都市圏でのプロモーション

等を通じ、本県のすぐれたサーフィン環境のＰ

Ｒ等を行うことで、「サーフィン」イコール

「宮崎」といったイメージの定着を図ってまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。○河野哲也議員

農業政策について、農政水産部長にお伺いし

ます。

公明党は、昨年の３月に棚田地域振興プロ

ジェクトチームを設置いたしました。農産物供

給などの機能を果たしてきた棚田が、耕作放棄

や荒廃の危機に直面している現状を踏まえ、棚

田地域振興法の制定等、解決への支援を打ち出

してきました。

今回、そのプロジェクトチームと党の農林水

産部会の合同会議に指定棚田地域の高千穂町が

参加していただき、有意義な意見交換をしたと

お聞きしました。

町長からは、今後の地域振興について、集落

営農の推進、世界農業遺産認定による教育と景

観などを守る活動を、事業を活用しながら取り

組みたい等の発言があったそうです。

本県は、この事業に積極的で指定棚田数も多

く、意欲を感じます。

そこで、指定棚田地域の振興に向けて、県の

役割と支援策についてお伺いいたします。

県では、棚田○農政水産部長（坊薗正恒君）

地域振興法に基づき、基本方針等を示した県計

画を策定しますとともに、指定棚田地域の掘り

起こしを積極的に行い、第１回目において、全

国最多の13地域が指定されたところでありま

す。

県としましては、今後、この指定棚田地域を

さらに拡大していきますとともに、地域の協議

会が作成する活動計画の作成支援を行い、その

実現に向けて、国の補助事業の活用や県の補助

事業により、活動の支援をしていくこととして

おります。

また、本議会にお願いしております「みんな

で守る棚田地域振興事業」により、市町村とと
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もに、県内の指定棚田地域のさらなる拡大に向

けた研修会の開催や、棚田の持つ多様な地域資

源の魅力発信等に努めるなど、棚田の保全や地

域の活動がさらに活発化するよう支援してまい

りたいと考えております。

棚田は県内に広がっています○河野哲也議員

ので、非常に取り組みやすいものだと思いま

す。よろしくお願いします。

２月５日、６日、みやざきスマート農業推進

大会が開かれました。スタッフの皆様、お疲れ

さまでした。

私は５日だけの参加となりましたが、可能性

のある農業を目指せることを実感した１日であ

りました。

国のスマート農業実証プロジェクトへの参

加、クラウド型データベースシステムの導入、

ロボットの導入、監視システムの導入等、５人

のパネリスト・実践家たちの発言は、守りに入

ろうとするのではなく、少しでも前に進めたい

という意欲を感じる報告でした。

県もビジョンを持ち、農家さんが安心して進

めるよう支援する動きがよく見えます。

そこで、本県が目指すスマート農業の将来像

の実現に向けてどのように取り組むのか、お伺

いいたします。

本県が目指す○農政水産部長（坊薗正恒君）

スマート農業の将来像であります、「ひなたス

マートアグリビジョン」の実現に向けまして

は、スマート農業を「知る」「試す」「使いこ

なす」の３つの視点により、推進してまいりた

いと考えております。

具体的には、「知る」視点から、最新情報や

先進的取り組み事例の提供に加え、機器の展示

・実演を通じた、農業者とＩＣＴベンダー等の

マッチング機会の創出。

「試す」視点からは、国の実証事業等を活用

した費用対効果の分析に加え、国や大学等との

連携による、本県に適した機器等の開発。

また、「使いこなす」視点からは、先進技術

を使いこなせる人材の育成やスマート農業に対

応した農地の基盤整備などを、一体的に推進し

てまいります。

県といたしましては、「誰でも」「楽しく」

「どこでも」できる宮崎らしいスマート農業の

実現に向けて、農業者はもとより、関係団体や

民間企業など多様な主体と連携しながら、積極

的に取り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。○河野哲也議員

県立病院の医療提供体制について、病院局長

にお伺いいたします。

思い込みによるたらい回しをされ、実は緊急

の手術が必要だった患者さんから、県立病院の

休日の医療体制に疑問を呈する相談がありまし

た。

先生方の忙しさや看護師さんたちの煩雑さは

存じ上げているつもりですが、県民の悲痛な声

が届きます。

県立病院の休日の医療提供体制についてお伺

いいたします。

県立病院は、二次○病院局長（桑山秀彦君）

あるいは三次の救急医療機関として、初期救急

施設等では対応できない患者の医療を担ってお

ります。

各病院の休日の救急体制は、病院ごとに人数

は異なりますが、交代制で医師や看護師、放射

線技師などの医療スタッフを配置して、患者対

応を行っております。また、必要に応じて専門

の診療科医師などを病院に呼び出す体制をとっ

ているところであります。

このほか、手術室などにおいても、看護師や
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臨床工学技士などが、病院内あるいは自宅で待

機をして、緊急手術等に対応できる体制を整え

ております。

なお、３病院合計の休日及び時間外の患者数

は、昨年度の実績で、入院が8,563人、外来

が8,902人、合計１万7,465人となっておりま

す。

今後とも、市町村や他の医療機関などとの連

携をさらに深めながら、救急医療体制の充実を

図ってまいります。

答弁にもありましたが、限ら○河野哲也議員

れた人数で多くの患者さんに対応されて、苦労

も多いと思いますが、ぜひ、一人一人の患者に

寄り添った丁寧な対応をよろしくお願いいたし

ます。

教育長に、教育行政についてお伺いいたしま

す。

熊本の小学校教師、椿原正和先生を御存じで

しょうかというのを、きのうの二見議員の祝詞

がなければするつもりだったんですけど。今、

全国で引っ張りだこの講師です。2020年１月段

階で、開催講演会件数は195回、開催都道府県数

は40県。公立小学校の一教師なんです。だか

ら、平日は動けない、近県はあれですけど。そ

の中でこれだけ動いている。

「全国学力テスト国語Ｂ問題・ＰＩＳＡ型読

解力研修会」を開いて、全国行脚をされていま

す。目の前の子供たちに変化が起こります。正

答率33.2％の問題を全員が正解できるようにな

ります。

本県の教育現場は、今、子供にとって必要な

学力をどのように調べているのでしょうか。県

内の小中学校において、全国や県の学力調査の

ほかにどのような調査が行われているのか、お

伺いいたします。

県内の小中学校にお○教育長（日隈俊郎君）

きましては、国や県が実施する学力調査以外

に、各市町村や各学校が、それぞれの実態に応

じてさまざまな学力調査を実施しております。

例えば、各学年で学習した基礎的・基本的な

知識の定着度をはかる学力調査や、新聞などの

情報を正確に読み取る力をはかる調査などが行

われているところであります。

子供の「生き抜く力」に必要○河野哲也議員

なテストかどうか、ぜひ点検分析をお願いした

いと思います。

文科省中教審委員で千葉大学名誉教授の明石

要一氏は、「椿原先生の授業は、全ての子を対

象に教育を行う公教育に必要な要素がちりばめ

られた指導法であり、授業の中で人権教育を

行っている希有な例である。子供の自尊感情を

高める授業方法を、ぜひ、多くの先生方に知っ

てもらいたい」と語られています。

きのう少し二見議員が具体的なものをやりま

したけど、もう僕は時間がないのでやりません

が。そういう授業を通して、現場の先生方、子

供たちのため、自分たちのために研修を選択で

きる制度をつくっていただいて、学力向上に努

めるべきだと考えますが、これまでの課題を踏

まえ、今後、学力向上に向け、どのような取り

組みを進めようと考えているのかお伺いいたし

ます。

昨日も答弁いたしま○教育長（日隈俊郎君）

したが、これまでの学力調査等の分析から、本

県の小中学校ともに、学んだ知識や技能を活用

する力の定着に課題が見られます。

今回の新規事業におきましては、小学校５年

生、中学校２年生を対象に、活用する力に重点

を置きまして、全国と比較できる客観性の高い

調査を、業者に委託して実施する予定としてお
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この調査結果をもとに、各学校においては、

校長のリーダーシップのもと、活用する力を高

める指導のあり方を検証し、指導の改善を図っ

てまいります。

県教育委員会といたしましては、市町村教育

委員会と連携しながら、管理職の研修や学校訪

問を通して、各学校で行われる学力向上の取り

組みの強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 先生方に力のつく研修をお願

いしたいと思います。読解力というのは、後ほ

どお話しますけど、情報力、情報を習得する力

にもつながるということで、そういう力のつく

研修をぜひお願いしたいなと思います。

もう一人、東北大学の堀田龍也教授も、「椿

原先生の指導法が、我が国の国語教育、そして

情報教育の国家的な課題を乗り越えようとする

ものだ」と注目されています。

国の2019年度の補正予算には、学校現場のＩ

ＣＴ化を推進する「ＧＩＧＡスクール構想」実

現のための経費が盛り込まれています。これ

は、児童生徒１人１台のパソコンやタブレット

端末を持ち、クラス全員が一度にアクセスでき

る通信環境の整備をするものです。

19年３月時点の学校における整備状況も、全

国平均5.4人に１台にすぎません。宮崎県も同程

度の整備状況です。学校のＩＣＴ化について11

月に議論しましたが、トップの意識が変わらな

いと動かないと。２月補正での「ＧＩＧＡス

クールネットワーク構築事業」の狙いとその内

容についてお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 国は、総合経済対策

の令和元年度補正事業において、Ｓｏｃｉｅｔ

ｙ 5.0と言われます、新時代を担う人材の育成

や、多様な児童生徒に対し、一人一人に応じた

学びを実現することを狙いといたしまして、学

校ＩＣＴ環境の整備を行うこととしておりま

す。

これを受けまして、本県では、全県立学校に

高速大容量の通信環境を整備するとともに、あ

わせて、義務教育課程の児童生徒を対象に、タ

ブレット端末等を整備することとしておりま

す。

このような取り組みを通して、ＩＣＴ環境が

大幅に前進し、デジタル教科書の活用や、遠隔

学習などが可能となることから、児童生徒の情

報活用能力の育成や、各教科での学びが一層深

まるものと考えております。

○河野哲也議員 ハード面は、今答弁にあった

ように、激的に進むと思います。ただ課題とし

て、平成31年３月の調査で、教師が児童生徒の

ＩＣＴ活用を指導する能力は、全国平均70.2％

ですが、宮崎県は最下位の60.6％でありまし

た。ハード面が整備されても、指導者のＩＣＴ

活用指導力を引き上げる、これを課題にしてい

ただきたいと思います。以上で終わります。

（拍手）

○丸山裕次郎議長 以上で代表質問は終わりま

した。

次の本会議は、３月２日午前10時から、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時59分散会

令和２年２月28日(金)
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